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森
林
太
郎

森
林
太
郎

宮
内
官
僚

宮
内
官
僚

第六回
野の

口ぐ
ち　

武た
け

則の
り

諡
号
と
は

　

宮
内
省
図ず
し
ょ
の
か
み

書
頭
の
鷗
外
が
執
筆
し
た
『
帝て
い
し
こ
う

諡
考
』
は
、
天
皇
が
亡

く
な
っ
た
後
の
お
く
り
名
（
諡
）
の
典
拠
を
考
証
し
た
も
の
だ
。
鷗

外
の
末
弟
・
森
潤
三
郎
著
『
鷗
外
森
林
太
郎
』（
丸
井
書
店
、
一
九

四
二
年
）
に
よ
る
と
、「
図
書
頭
に
就
任
し
た
当
時
、
図
書
寮
で
は

帝
諡
考
を
編へ
ん
し
ゅ
う輯

す
る
や
否
や
が
問
題
に
な
つ
て
ゐ
た
さ
う
で
あ
る

が
、
兄
は
就
任
後
直
ち
に
編
輯
す
る
事
に
決
定
し
た
」
と
い
う
。
就

任
か
ら
お
よ
そ
一
年
十
カ
月
後
の
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
十
月
に

脱
稿
し
、
死
の
前
年
の
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
三
月
に
宮
内
省
か

ら
刊
行
さ
れ
た
。

　

総
論
で
あ
る
冒
頭
の
「
第
一　

天
皇
追
号
の
種
類
」
で
「
天
皇
崩

後
の
追
号
に
し
て
美び

刺し

の
意
義
を
有
す
る
者
を
諡
と
云い

ふ
（
中
略
）

美
刺
の
意
義
な
き
者
は
単
に
追
号
と
書
す
」
と
、
諡し

号ご
う

と
追
号
は
別

の
も
の
だ
と
定
義
す
る
。「
美
刺
」
は
「
善
を
ほ
め
、
悪
を
そ
し
る
」

と
い
う
（
諸
橋
轍
次
著
『
大
漢
和
辞
典
』
修
訂
版
、
大
修
館
書
店
、

一
九
八
四
～
八
六
年
）
意
味
だ
。

　

つ
ま
り
、
諡
号
と
は
、
親
や
先
代
の
生
前
の
業
績
を
子
孫
が
評
価

『
帝
諡
考
』か
ら『
元
号
考
』へ
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し
て
名
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
祖
先
祭
祀
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を

果
た
し
、
亡
く
な
っ
た
皇
帝
や
王
に
諡
号
を
贈
る
こ
と
で
後
継
者
と

し
て
の
政
治
的
正
統
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

古
代
中
国
の
制
度
に
由
来
す
る
漢
風
諡
号
と
日
本
独
自
の
国
風
諡

号
（
和
風
諡
号
）
に
分
け
ら
れ
、
漢
風
諡
号
に
は
根
拠
と
な
る
ル
ー

ル
が
あ
る
。
古
代
中
国
で
理
想
と
さ
れ
た
周
王
朝
の
王
の
言
行
や
制

度
が
記
さ
れ
た
『
逸い
っ

周し
ゅ
う
し
ょ

書
』
の
一
編
で
あ
る
「
諡し

法ほ
う

解か
い

」
な
ど
に
記

さ
れ
て
い
る
。
儒
教
の
道
徳
観
に
基
づ
き
、
事
跡
が
素
晴
ら
し
い

「
美び

し諡
」、
平
均
的
な
「
平へ
い
し諡
」、
悪
い
「
悪あ
く
し諡
」
に
分
類
さ
れ
る
。

　

野
村
朋
弘
著
『
諡　

天
皇
の
呼
び
名
』（
中
央
公
論
社
、
二
〇
一

九
年
）
に
よ
る
と
、
諡
法
の
ラ
ン
ク
に
は
諸
説
あ
る
と
い
う
が
、
美

諡
は
主
に
以
下
の
も
の
で
あ
る
と
分
類
し
て
い
る
。

神
、
聖
、
賢
、
文
、
武
、
成
、
康
、
獻
、
懿
、
元
、
章
、
釐
、
景
、

宣
、
明
、
昭
、
正
、
敬
、
恭
、
荘
、
粛
、
穆
、
戴
、
翼
、
襄
、
烈
、

桓
、
威
、
勇
、
毅
、
克
、
壮
、
圉
、
魏
、
安
、
定
、
簡
、
貞
、
節
、

白
、
匡
、
質
、
靖
、
真
、
順
、
思
、
考
、
顕
、
和
、
元
、
高
、
光
、

大
、
英
、
睿
、
博
、
憲
、
堅
、
孝
、
忠
、
恵
、
徳
、
仁
、
智
、
慎
、

礼
、
義
、
周
、
敏
、
信
、
達
、
寛
、
理
、
凱
、
清
、
欽
、
益
、
良
、

度
、
類
、
基
、
慈
、
斉
、
深
、
温
、
譲
、
密
、
厚
、
純
、
勤
、
謙
、

友
、
広
、
淑
、
栄
、
比
、
舒
、
賁
、
逸
、
退
、
偲
、
宜
、
哲
、
察
、

通
、
儀
、
経
、
庇
、
協
、
端
、
休
、
悦
、
容
、
確
、
紹
、
世
、
果

　
（
※
傍
線
は
筆
者
。
近
代
以
降
に
日
本
の
元
号
で
使
用
さ
れ
た
文

字
）

　

例
え
ば
、「
文
」
で
あ
れ
ば
「
学
に
勤
い
そ
し
みし
み
問
い
を
好
む
」、「
神
」

は
「
民た
み

能よ

く
名
づ
く
る
無
し
」（
人
民
が
言
葉
に
言
い
表
せ
な
い
ほ

ど
素
晴
ら
し
い
）
と
い
う
場
合
に
贈
る
と
定
め
ら
れ
る
。

　

初
代
天
皇
と
さ
れ
る
「
神じ
ん
む武
」
の
漢
風
諡
号
を
見
る
と
「
神
」
も

「
武
」も
美
諡
で
、神
の
よ
う
な
武
徳
を
持
っ
た
と
い
う
意
味
に
な
る
。

ま
た
、「
神か
む

日や
ま
と
い
わ
れ
ひ
こ
の

本
磐
余
彦
尊み
こ
と」
と
い
う
大
和
言
葉
を
あ
て
た
国
風
諡

号
も
あ
っ
た
。

　

一
方
、
平
諡
は
「
懐
、
悼
、
哀
、
隠
」、
悪
諡
に
は
「
野
、
伐
、
荒
、

蕩
、
煬
」
な
ど
が
使
わ
れ
る
。
王
朝
交
代
の
あ
っ
た
中
国
で
は
、
新

王
朝
の
正
統
性
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
前
王
朝
の
皇
帝
に
悪
諡
を
贈

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
隋ず
い

の
二
代
皇
帝
に
贈
ら
れ
た
煬よ
う

帝だ
い

と
い
う
諡
号

は
、
隋
王
朝
を
滅
ぼ
し
た
唐
王
朝
に
よ
っ
て
付
け
ら
れ
た
た
め
悪
諡

が
使
わ
れ
た
。
一
方
、
天
皇
家
が
古
代
か
ら
一
貫
し
て
続
く
と
さ
れ

る
日
本
で
は
、
天
皇
の
漢
風
諡
号
に
は
美
諡
の
み
が
使
用
さ
れ
る
。

幕
末
に
復
活
し
た
漢
風
諡
号

　

平
安
時
代
初
期
ま
で
は
漢
風
諡
号
と
国
風
諡
号
を
と
も
に
贈
ら
れ

た
天
皇
が
多
か
っ
た
が
、
五
十
代
の
桓か
ん

武む

天
皇
（
在
位
七
八
一
～
八

〇
六
年
）
以
後
に
諡
号
は
徐
々
に
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
。『
帝
諡
考
』

は
理
由
を
「
仏
教
の
影
響
に
因よ

る
こ
と
論
な
し
」
と
し
て
い
る
。
以

後
、
国
風
諡
は
「
永
廃
」
さ
れ
、
儒
教
に
基
づ
く
制
度
だ
っ
た
漢
風

諡
も
「
中
絶
」
し
た
。

　

一
方
、
追
号
と
は
、
後
世
に
よ
る
顕
彰
や
賛
美
を
含
ま
ず
、
地
名
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や
寺
院
な
ど
に
由
来
す
る
呼
称
で
あ
る
。
平
安
時
代
以
降
は
一
部
例

外
を
除
け
ば
、
天
皇
の
死
後
に
贈
ら
れ
た
の
は
追
号
で
あ
る
。
例
え

ば
、
譲
位
後
の
住
ま
い
に
由
来
す
る
嵯さ

が峨
、
淳じ
ゅ
ん
な和
、
清せ
い
わ和
、
寺
名
に

関
係
す
る
円え
ん

融ゆ
う

、
花か
ざ
ん山

な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
後ご
し
ら
か
わ

白
河
、
後ご

鳥と

ば羽
、

後ご

醍だ
い
ご醐

な
ど
、
過
去
の
追
号
に
「
後
」
を
付
け
た
も
の
も
多
い
。

　

諡
号
が
復
活
す
る
の
は
幕
末
に
な
っ
て
か
ら
だ
。『
帝
諡
考
』は「
天

保
の
末
に
至
る
に
及
び
て
漢
風
諡
再
興
せ
ら
れ
、
相
継
い
で
之こ
れ

を
光こ
う

格か
く

、
仁に
ん

孝こ
う

、
孝こ
う

明め
い

の
三
帝
に
上
た
て
ま
つら

れ
き
。
津
田
邦
儀
の
如
き
は
以
て

復
古
の
盛せ
い
き
ょ挙

と
為
す
」
と
記
す
。

　

津
田
は
加
賀
藩
の
学
者
。
一
一
九
代
の
光
格
天
皇
（
在
位
一
七
七

九
～
一
八
一
七
年
）
は
長
ら
く
廃
絶
し
て
い
た
朝
廷
の
儀
式
を
復
興

さ
せ
る
な
ど
、
徳
川
幕
府
と
衝
突
し
な
が
ら
も
天
皇
や
朝
廷
の
権
威

の
復
活
に
努
め
た
。
最
近
で
は
上
皇
様
（
平
成
期
の
天
皇
）
の
退
位

（
譲
位
）
が
、
光
格
天
皇
以
来
お
お
よ
そ
二
〇
〇
年
振
り
だ
っ
た
こ

と
で
注
目
を
集
め
た
。

　
「
光
」
は
美
諡
で
「
能よ

く
前
業
を
紹つ

ぐ
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。

日
本
の
天
皇
で
「
光
」
が
使
わ
れ
た
の
は
光こ
う

仁に
ん

（
在
位
七
七
〇
～
七

八
一
年
）、
光こ
う

孝こ
う

（
在
位
八
八
四
～
八
八
七
年
）、
光
格
の
三
人
で
、

い
ず
れ
も
本
流
の
皇
統
が
途
絶
え
た
際
、
傍
系
の
血
筋
か
ら
即
位
し

た
。

　

光
格
天
皇
の
追
号
で
画
期
的
だ
っ
た
の
は
漢
風
諡
号
に
加
え
、「
天

皇
」
号
も
合
わ
せ
て
復
活
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
平
安
時
代
以
降
、

天
皇
は
長
ら
く
「
何
々
院い
ん

」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、「
諡
号
」
＋
「
天

皇
」
で
呼
ば
れ
る
の
は
約
九
〇
〇
年
振
り
だ
っ
た
。

　

国
内
外
で
の
幕
藩
体
制
の
危
機
に
よ
っ
て
朝
廷
や
天
皇
が
相
対
的

に
強
く
な
っ
た
時
代
背
景
を
受
け
、
古
代
の
律
令
国
家
に
お
け
る
政

治
の
中
心
で
あ
っ
た
天
皇
の
イ
メ
ー
ジ
が
復
活
し
た
。
幕
末
に
尊
皇

攘
夷
思
想
が
広
が
り
、
王
政
復
古
を
掲
げ
る
明
治
維
新
へ
と
進
む
こ

と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
新
政
府
が
発
足
す
る
と
明
治
三
（
一
八
七

〇
）
年
、
廃
位
さ
せ
ら
れ
る
な
ど
で
過
去
に
諡
号
が
贈
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
天
皇
に
も
、
顕
彰
の
た
め
新
た
に
漢
風
諡
号
が
贈
ら
れ
た
。

三
十
九
代
の
弘こ
う

文ぶ
ん

天
皇
（
壬じ
ん
し
ん申
の
乱
で
破
れ
た
大
友
皇
子
）、
四
十

七
代
の
淳
じ
ゅ
ん

仁に
ん

天
皇
、
八
十
五
代
の
仲
ち
ゅ
う

恭き
ょ
う

天
皇
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、『
帝
諡
考
』
の
総
論
部
分
に
あ
る
「
第
三　

本
朝
の

漢
風
諡
」
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
閉
じ
ら
れ
る
。

　
「
明
治
天
皇
に
至
り
て
漢
風
諡
再
絶
す
」

　

諡
号
と
追
号
を
厳
密
に
区
別
す
る
鷗
外
か
ら
見
れ
ば
、「
明
治
」

は
漢
風
諡
で
は
な
い
。
過
去
の
三
天
皇
に
漢
風
諡
号
が
贈
ら
れ
た
明

治
三
年
か
ら
、
逝
去
し
た
天
皇
睦む
つ

仁ひ
と

に
「
明
治
天
皇
」
の
追
号
が
贈

ら
れ
た
大
正
元
（
一
九
一
二
）
年
ま
で
の
間
に
、
諡
号
を
巡
り
何
か

変
遷
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

不
可
解
な
「
英
照
皇
太
后
」
決
定
の
経
緯

　

連
載
第
四
回
、
第
五
回
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
鷗
外
が
『
帝
諡
考
』

を
脱
稿
し
た
翌
年
の
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
、「
昭
し
ょ
う

憲け
ん

皇こ
う
た
い
ご
う

太
后
」
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と
い
う
追
号
を
巡
り
政
府
内
で
騒
動
に
な
っ
た
。
明
治
天
皇
の
皇
后

だ
っ
た
美は
る
こ子

に
「
皇
太
后
」
と
い
う
追
号
を
誤
っ
て
贈
っ
て
し
ま
っ

た
の
は
、「
英え
い

照し
ょ
う

皇
太
后
」
の
先
例
を
踏
襲
し
た
か
ら
だ
っ
た
。
過

去
の
経
緯
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
た
い
。

　

孝
明
天
皇
の
正
妻
だ
っ
た
夙あ
さ

子こ

が
六
十
四
歳
で
亡
く
な
っ
た
の

は
、
明
治
三
十
（
一
八
九
七
）
年
一
月
十
一
日
で
あ
る
。
近
代
国
家

と
し
て
天
皇
に
準
じ
る
三
后
（
天
皇
の
祖
母
で
あ
る
太た
い

皇こ
う
た
い
ご
う

太
后
、
天

皇
の
母
で
あ
る
皇
太
后
、
天
皇
の
正
妻
で
あ
る
皇
后
）
の
葬
儀
を
初

め
て
執
り
行
う
こ
と
と
な
り
、
今
後
の
先
例
に
な
り
得
る
事
態
だ
っ

た
。
明
治
天
皇
の
母
に
あ
た
り
（
実
際
の
生
母
は
別
）
当
時
は
皇
太

后
と
呼
ば
れ
て
い
た
た
め
、
英
照
皇
太
后
と
追
号
さ
れ
た
。

　
『
明
治
天
皇
紀
』
の
明
治
三
十
年
一
月
三
十
日
条
に
よ
る
と
、「
英

照
」
の
出
典
は
、
中
国
唐
代
の
政
治
家
で
あ
り
詩
人
で
も
あ
っ
た
李り

徳と
く

裕ゆ
う

の
漢
詩
「
遙は
る

か
に
紫し
と
う藤
の
垂
れ
る
を
懐お
も

い
／
繁は
ん

英え
い

は
潭た
ん

黛た
い

を
照

ら
す
」
で
あ
る
。
咲
き
誇
る
藤
の
花
が
暗
い
水
面
に
照
り
映
え
る
情

景
を
詠
じ
た
。
夙
子
は
藤
原
氏
を
源
流
と
す
る
公
家
の
九
条
家
出
身

で
、「
藤
」
の
印
を
日
ご
ろ
用
い
て
い
た
た
め
、「
藤
に
因ち
な

み
」
引
用

し
た
。

　

た
だ
し
、
政
府
内
で
議
論
が
あ
っ
た
。「
初
め
皇
太
后
に
諡
号
を

上た
て
ま
つる

べ
き
の
議
あ
り
」、
明
治
天
皇
が
文
事
秘
書
官
長
の
細
川
潤
次

郎
に
調
査
、
検
討
を
さ
せ
た
。『
帝
諡
考
』
が
記
す
よ
う
に
、
幕
末

に
光
格
天
皇
と
い
う
漢
風
諡
号
が
復
活
し
た
こ
と
は
「
復
古
の

盛せ
い
き
ょ挙

」
と
さ
れ
た
。
明
治
三
年
に
は
廃
位
さ
せ
ら
れ
る
な
ど
し
た
三

人
の
天
皇
に
漢
風
諡
号
が
贈
ら
れ
て
い
る
。
皇
太
后
に
も
諡
号
を
贈

る
べ
き
と
い
う
議
論
は
、
復
古
に
基
づ
く
維
新
と
い
う
時
代
の
流
れ

の
中
か
ら
出
て
き
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
細
川
が
天
皇
へ
回
答
し
た
内
容
は
、
要
約
す
る
と
以
下

の
通
り
だ
っ
た
。

　

我
が
国
で
は
太
皇
太
后
、
皇
太
后
、
皇
后
に
諡
号
を
贈
っ
た
例
は

乏
し
い
。
国
風
諡
号
を
贈
っ
た
例
は
あ
る
が
、「
天あ
め

之の

高た
か
ふ
じ藤
広ひ
ろ
む
ね宗
照
て
ら
す

姫ひ
め

之の

尊み
こ
と」（

桓
武
天
皇
の
皇
后
）
な
ど
と
長
い
上
に
読
み
方
が
難
し

い
た
め
今
日
で
は
不
便
で
あ
る
。「
女に
ょ
い
ん院

」
や
「
院い
ん

」
と
称
す
る
例

は
あ
る
が
、
こ
れ
は
出
家
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
な
の
で
真
の
諡
号

で
は
な
い
。
古
来
の
例
で
は
、
姓
の
下
に
諱い
み
な（
貴
人
の
本
名
）
を
加

え
る
も
の
だ
が
、
亡
く
な
っ
た
皇
太
后
の
こ
と
を
臣
下
が
夙
子
と
呼

ぶ
の
は
恐
れ
多
い
。
そ
こ
で
、
古
来
の
例
と
し
て
甚
だ
多
く
使
わ
れ

た
御
所
の
名
称
を
採
っ
て
、「
青
山
皇
太
后
」
と
称
す
る
べ
き
で
は

な
い
か

─

　
『
明
治
天
皇
紀
』
に
は
「
是
の
日
、
潤
次
郎
の
議
を
参さ
ん
し
ゃ
く酌

し
て
此

の
追
号
を
定
め
た
ま
ふ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
生
前
の
住

ま
い
で
あ
っ
た
青
山
御
所
の
名
称
を
使
う
の
が
ふ
さ
わ
し
い
、
と
い

う
細
川
の
意
見
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
結
局
、「
初
め
皇
太
后
に

諡
号
を
上
る
べ
き
の
議
あ
り
」
と
い
う
所
に
戻
っ
た
の
か
、
漢
風
諡

号
の
よ
う
な
追
号
が
贈
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
時
は
、
称
号
を
「
皇
太
后
」
と
す
べ
き
か
、
そ
れ

と
も
「
皇
后
」
と
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
議
論
に
な
っ
て
い
な
い
。
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夙
子
は
孝
明
天
皇
の
正
妻
だ
っ
た
も
の
の
、
正
式
に
皇
后
と
な
る
前

に
天
皇
が
急
死
し
て
し
ま
い
「
準
后
」
と
い
う
位
置
づ
け
だ
っ
た
。

連
載
第
四
回
で
鷗
外
が
宮
内
大
臣
に
提
出
し
た
〈
図
書
頭
文
書
〉
の

後
半
部
分
に
従
っ
て
古
代
中
国
の
先
例
に
基
づ
け
ば
、
皇
后
に
な
ら

ず
と
も
正
妻
の
地
位
に
あ
れ
ば
「
英
照
皇
后
」
と
す
る
の
が
筋
で
あ

る
。

　

正
式
な
皇
后
と
見
な
さ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、「
英
照
皇
太
后
」
と

す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。明
ら
か
な
誤
り
で
あ
る「
昭

憲
皇
太
后
」
に
比
べ
れ
ば
、「
皇
太
后
」
と
す
る
か
「
皇
后
」
と
す

る
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
り
そ
う
だ
。

　

だ
が
、先
例
が
な
い
漢
風
諡
号
を
わ
ざ
わ
ざ
贈
ろ
う
と
し
た
の
は
、

故
人
を
敬
う
強
い
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
あ
え
て
格
下
の

準
后
と
見
な
し
て
皇
后
と
い
う
称
号
を
贈
ら
な
い
と
判
断
す
る
の
は

不
自
然
だ
。
と
す
る
と
、「
英
照
皇
太
后

0

0

0

」
と
い
う
追
号
も
、
鷗
外

が
指
摘
す
る
よ
う
に「
十
分
考
へ
て
の
上
の
こ
と
に
あ
ら
ず
」に
贈
っ

て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

明
治
時
代
は
日
本
が
近
代
国
家
と
し
て
出
発
し
た
ば
か
り
の
過
渡

期
だ
っ
た
。
諡
号
か
追
号
か
、
皇
后
か
皇
太
后
か
、
と
い
う
皇
室
を

巡
る
制
度
や
原
則
が
確
立
し
て
お
ら
ず
、
ち
ぐ
は
ぐ
な
対
応
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

諡
号
と
一
体
化
し
た
元
号
の
重
み

　

連
載
第
五
回
で
前
述
し
た
よ
う
に
、『
倉
富
勇
三
郎
日
記
』
の
大

正
九
年
八
月
六
日
条
に
、
追
号
と
元
号
を
巡
る
議
論
が
記
さ
れ
て
い

る
。
明
治
天
皇
の
后
に
昭
憲
皇
太
后
と
い
う
誤
っ
た
追
号
を
付
け
た

こ
と
に
つ
い
て
、
宮
内
次
官
の
石
原
健
三
に
対
し
て
倉
富
が
「
一
と

思
ひ
に
（
中
略
）
明
治
皇
后
と
為な

す
方
宜よ
ろ

し
か
ら
ん
」
と
提
案
し
た
。

し
か
し
、
皇
后
が
天
皇
よ
り
先
に
逝
去
し
た
り
、
後
妻
と
し
て
二
人

目
や
三
人
目
の
皇
后
を
迎
え
た
り
す
る
と
不
都
合
が
生
じ
る
た
め
、

「
年
号
を
以
て
追
号
と
為
し
難が
た

し
」
と
そ
の
場
で
断
念
し
た
。

　

歴
史
や
漢
籍
の
専
門
家
で
は
な
い
官
僚
同
士
の
本
気
と
も
つ
か
な

い
会
話
だ
が
、
こ
ん
な
浅
薄
な
議
論
を
鷗
外
が
聞
い
た
ら
何
と
思
う

だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
『
倉
富
日
記
』
の
同
年
八
月
十
一
日
条
に
よ
る
と
、「
昭
憲
」

は
か
つ
て
中
国
で
使
用
済
み
だ
っ
た
こ
と
を
、
追
号
の
決
定
に
関

わ
っ
た
元
宮
内
官
僚
の
栗
原
広
太
が
指
摘
し
た
と
い
う
。
鷗
外
が
親

友
の
賀か

古こ

鶴つ
る

戸ど

宛
書
簡
一
三
八
三
（『
鷗
外
全
集
』
で
は
「
推
定
六

月
八
日
」、
実
際
は
十
月
八
日
）
で
「
十
分
考
へ
て
の
上
の
こ
と
に

あ
ら
ず
」
な
ど
と
憤
慨
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
を
知
っ
て
い
た

か
ら
だ
ろ
う
。

　

倉
富
は
問
題
の
決
着
を
聞
い
た
十
月
十
四
日
に
、
宮
内
省
調
査
課

長
の
南
部
光み
つ

臣お
み

と
交
わ
し
た
会
話
を
日
記
に
記
し
た
。
南
部
に
よ
る

と
、
本
来
あ
る
べ
き
漢
風
の
諡
号
な
ら
「
諡
法
」
に
基
づ
い
て
徳
を

称
賛
す
る
漢
字
を
当
て
る
が
、「
明
治
」
は
そ
う
な
っ
て
お
ら
ず
、「
明

治
天
皇
」
と
追
号
し
た
こ
と
は
適
切
で
な
い
と
い
う
。
宮
内
省
御
用

掛
の
国
文
学
者
・
関
根
正
直
も
同
じ
意
見
だ
と
い
う
。



— 80 —

　

こ
れ
に
対
し
倉
富
は
、
次
の
よ
う
な
主
張
を
し
た
。
次
代
の
天
皇

や
臣
下
が
、
前
天
皇
の
徳
を
評
価
す
る
の
が
間
違
い
で
あ
る
。
今
の

日
本
で
使
っ
て
い
る
の
は
漢
風
諡
号
で
は
な
く
追
号
で
あ
り
、「
明

治
は
唯た
だ

年
号
の
字
を
用
ゐ
た
る
ま
で
な
り
」。

　

南
部
と
関
根
が
典
故
に
詳
し
い
専
門
家
、
倉
富
が
一
般
的
に
流
布

し
て
い
る
考
え
方
を
代
弁
し
て
い
る
構
図
だ
。
昭
憲
皇
太
后
問
題
を

通
じ
て
、「
明
治
」
は
漢
風
諡
号
か
、
そ
れ
と
も
単
な
る
追
号
か
、

と
い
う
根
源
的
な
問
い
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。

　

鷗
外
の
考
え
は
、
関
根
と
同
じ
だ
っ
た
。
賀
古
宛
書
簡
一
三
八
三

で
、
昭
憲
皇
太
后
に
先
例
が
な
い
漢
風
諡
号
を
贈
っ
た
の
な
ら
、「
何

故
に
明
治
天
皇
に
真
の
諡
を
上
た
て
ま
つら

ざ
る
か
」
と
疑
問
を
呈
し
た
。
そ

し
て
「
元
号
（
年
号
）
は
世
間
に
何
の
名
の
上
に
も
冠
す
る
も
の
に

て
尊
貴
な
る
御
尊
号
と
す
る
に
は
不
似
合
に
は
あ
ら
ず
や
」
と
続
け

た
。

　

前
述
の
よ
う
に
鷗
外
は
『
帝
諡
考
』
で
「
天
皇
崩
後
の
追
号
に
し

て
美
刺
の
意
義
を
有
す
る
者
を
諡
と
云
ふ
」
と
定
義
し
、
追
号
と
は

別
だ
と
し
て
い
る
。

　

明
治
天
皇
が
逝
去
し
た
際
、『
明
治
天
皇
紀
』
の
大
正
元
年
八
月

二
十
七
日
条
は
「
先
帝
を
明
治
天
皇
と
諡
し
て
た
て
ま
つ
る
」
と
記

す
。
つ
ま
り
、
公
式
記
録
と
し
て
「
明
治
」
は
諡
号
で
あ
る
。
た
だ

し
、
元
号
を
そ
の
ま
ま
諡
号
と
す
る
の
は
「
和
漢
其
の
例
を
見
ず
」

と
い
う
。「
明
治
」
の
二
字
が
選
ば
れ
た
の
は
、「
先
帝
四
十
五
年
間

の
大
業
を
表
彰
す
る
に
足
る
べ
き
適て
き
こ
う恰

せ
る
文
字
を
得
る
こ
と
容
易

な
ら
ず
」
と
い
う
の
で
、「
先
帝
治
世
の
元
号
は
、
最
も
聖
績
を

徴ち
ょ
う
し
ょ
う

象
す
る
」
か
ら
だ
と
説
明
し
て
い
る
。

　

明
治
時
代
は
幸
い
な
こ
と
に
「
大
業
」「
聖
蹟
」
と
言
え
る
時
代

と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
新
た
な
先
例
に
す
る
と
、
以
後
の
時

代
で
災
害
や
戦
乱
な
ど
が
相
次
い
だ
場
合
、
不
幸
な
時
代
だ
と
人
々

に
記
憶
さ
れ
た
元
号
が
、
天
皇
の
追
号
に
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

　

明
治
時
代
の
始
ま
り
に
伴
い
一
世
一
元
制
を
採
用
し
た
際
、
元
号

は
将
来
の
天
皇
の
諡
号
（
追
号
）
と
ま
だ
イ
コ
ー
ル
で
は
な
か
っ
た
。

　

天
皇
に
追
号
を
贈
る
手
続
き
を
定
め
た
皇
室
喪そ
う

儀ぎ

令
を
作
成
す
る

際
、
明
治
三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
十
二
月
八
日
の
段
階
で
は
公
式

解
説
書
で
あ
る
皇
室
喪
儀
令
義ぎ

げ解
の
再
修
正
案
に
「
皇
室
典
範
一
世

一
元
の
制
に
因よ

り
元
号
を
以も
っ

て
之こ
れ

に
充み

つ
る
も
亦ま
た

妨さ
ま
た
げな

か
る
べ
し
」

と
の
文
言
が
あ
っ
た
。
宮
内
公
文
書
館
が
所
蔵
す
る
「
皇
室
喪
儀
令

関
係
」
と
い
う
史
料
で
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
明
治
三
十
九
（
一

九
〇
六
）
年
に
帝
室
制
度
調
査
局
総
裁
の
伊
藤
博
文
が
明
治
天
皇
に

皇
室
喪
儀
令
案
を
上
奏
し
た
定
本
で
は
、
こ
の
文
言
は
削
除
さ
れ
て

い
る
。

　

元
号
と
追
号
の
関
係
に
つ
い
て
政
府
内
で
議
論
は
あ
っ
た
も
の

の
、
元
号
を
追
号
と
し
て
使
用
し
て
も
支
障
は
な
い
と
い
う
選
択
肢

の
一
つ
で
あ
っ
て
、義
務
付
け
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
す
ら
結
局
、

採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

元
号
と
追
号
（
諡
号
）
が
初
め
て
一
体
化
し
た
の
は
、
天
皇
睦む
つ

仁ひ
と

の
追
号
を
「
明
治
」
と
決
定
し
た
時
で
あ
る
。
こ
れ
が
新
た
な
先
例
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と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
元
号
に
は
将
来
、
天
皇
の
追
号
に
も
な
る

と
い
う
新
た
な
意
味
が
加
わ
り
、
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
。
今
ま
で

以
上
に
元
号
の
重
み
が
増
し
た
と
い
う
自
覚
が
当
時
の
政
府
や
宮
内

省
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
直
前
の
大
正
改
元
が
急
ご
し
ら
え
だ
っ
た

様
子
か
ら
は
伺
え
な
い
。

な
ぜ
『
元
号
考
』
が
「
最
大
著
述
」
な
の
か

　

明
治
も
大
正
も
過
去
に
使
用
済
み
で「
不
調
べ
」だ
と
鷗
外
は
知
っ

て
い
た
。
今
後
も
元
号
が
天
皇
の
追
号
と
な
る
こ
と
が
続
け
ば
、
当

時
の
天
皇
に
将
来
贈
ら
れ
る
追
号
は
「
大
正
天
皇
」
と
な
り
、
不
完

全
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

鷗
外
は
昭
憲
皇
太
后
問
題
に
関
わ
っ
た
こ
と
で
、
こ
う
し
た
思
い

を
よ
り
一
層
強
く
し
た
。
鷗
外
が
想
定
し
て
い
た
の
は
、「
美
刺
の

意
義
を
有
す
る
」
諡
号
で
あ
り
、単
な
る
追
号
で
は
な
い
。
し
か
し
、

倉
富
が
日
記
に
記
し
た
よ
う
に
、「
明
治
」
は
実
質
的
に
は
単
な
る

追
号
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

な
ら
ば
、
帝
室
博
物
館
総
長
兼
図
書
頭
と
い
う
立
場
に
あ
る
自
ら

が
、
完
璧
な
次
の
元
号
を
用
意
す
る
し
か
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
将

来
の
天
皇
に
贈
ら
れ
る
追
号
を
、
間
違
い
の
な
い
真
の
諡
号
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
死
期
が
迫
る
中
で『
元
号
考
』を「
最
大
著
述
」（
大

正
十
一
年
五
月
二
十
六
日
の
賀
古
宛
書
簡
）
と
位
置
づ
け
た
の
は
、

こ
う
し
た
背
景
が
考
え
ら
れ
る
。

　

鷗
外
は
、
皇
統
譜
に
「
昭
憲
皇
后
」
と
正
し
い
追
号
を
記
す
よ
う

自
ら
の
職
分
の
範
囲
内
で
提
案
し
た
。
し
か
し
、
宮
内
省
に
受
け
入

れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
残
り
の
人
生
を
『
元
号
考
』
の
完
成

に
注
力
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

鷗
外
の
死
後
、
業
務
は
図
書
寮
編
修
官
・
吉
田
増
蔵
に
引
き
継
が

れ
た
。
大
正
に
代
わ
る
新
た
な
元
号
と
し
て
吉
田
が
完
成
さ
せ
た
の

が
「
昭
和
」
で
あ
る
。
こ
の
二
文
字
を
見
て
気
が
つ
く
事
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

本
号
の
冒
頭
に
記
し
た
美
諡
の
一
覧
を
見
て
欲
し
い
。「
昭
」
も

「
和
」
も
共
に
美
諡
に
あ
た
る
。

　
『
逸
周
書
』
の
一
編
で
あ
る
「
諡
法
解
」
に
は
、「
昭
」
の
諡
号
と

し
て
の
字
義
つ
い
て
「
昭
德
有
労
（
徳
が
昭あ
き
らか
で
功
績
が
あ
っ
た
）」

「
威
儀
恭
明
（
立
ち
振
る
舞
い
が
厳
か
で
、恭
う
や
う
やし

く
聡
明
で
あ
っ
た
）」

「
聖
聞
周
達
（
す
ぐ
れ
た
評
判
が
遠
方
ま
で
伝
わ
っ
た
）」
の
三
つ
を

挙
げ
る
。

　
「
和
」
は
『
逸
周
書
』
の
「
諡
法
解
」
に
記
載
が
な
い
が
、
中
国
・

北
宋
の
文
人
だ
っ
た
蘇そ

洵じ
ゅ
んの

著
書
『
諡
法　

卷
二
』
に
、「
柔
遠
能

迩
（
遠
く
の
国
も
近
く
の
国
も
柔や
す

ん
じ
た
）」「
号
令
悦
民
（
号
令
を

掛
け
る
と
民
が
悦よ
ろ
こん
だ
）」「
不
剛
不
柔
（
剛
強
で
な
か
っ
た
が
、
軟

弱
で
も
な
か
っ
た
）」「
推
賢
譲
能
（
賢
者
を
推
し
、
才
能
あ
る
者
に

譲
っ
た
）」
の
四
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。（
※
現
代
語
訳
は
い
ず
れ

も
巻
末
の
参
考
文
献
を
基
に
筆
者
）

　

生
前
の
業
績
を
振
り
返
っ
て
評
価
す
る
と
い
う
本
来
の
諡
号
で
は

な
く
、
こ
れ
か
ら
即
位
す
る
天
皇
の
治
世
へ
の
期
待
を
込
め
る
と
い
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う
意
義
に
転
換
し
て
し
ま
う
の
は
や
む
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、

過
去
に
元
号
と
し
て
使
用
例
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
天
皇
の
諡
号
に

も
な
り
得
る
完
璧
な
元
号
だ
っ
た
の
だ
。「
何
故
に
明
治
天
皇
に
真

の
諡
を
上
ら
ざ
る
か
」（
大
正
九
年
の
賀
古
宛
書
簡
一
三
八
三
）
と

い
う
鷗
外
の
思
い
を
、
吉
田
が
新
元
号
に
込
め
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

美
諡
は
元
々
縁
起
の
い
い
意
味
を
持
つ
漢
字
の
た
め
、
元
号
で
使

わ
れ
る
文
字
と
重
な
る
。
と
は
い
え
単
な
る
偶
然
と
は
思
え
な
い
。

ち
な
み
に
、「
平
」「
令
」
は
美
諡
に
は
含
ま
れ
な
い
。
天
皇
に
真
の

諡
号
を
贈
る
べ
き
だ
と
い
う
鷗
外
の
問
題
意
識
は
、
平
成
や
令
和
と

い
う
元
号
に
は
引
き
継
が
れ
な
か
っ
た
。

『
普
請
中
』
の
近
代
国
家　

　

話
は
鷗
外
が
陸
軍
省
医
務
局
長
を
務
め
て
い
た
明
治
四
十
三
（
一

九
一
〇
）
年
に
さ
か
の
ぼ
る
。
こ
の
年
に
発
表
し
た
小
説
『
普
請
中
』

は
、
渡
辺
参
事
官
と
い
う
中
年
の
官
僚
が
、
若
き
日
に
留
学
先
で
親

し
く
し
た
ド
イ
ツ
人
女
性
と
日
本
の
西
洋
風
ホ
テ
ル
で
再
会
す
る
一

場
面
を
描
い
た
。
ド
イ
ツ
に
留
学
し
た
官
僚
・
太お
お

田た

豊と
よ

太た

郎ろ
う

と
ド
イ

ツ
人
女
性
・
エ
リ
ス
の
悲
恋
を
描
い
た
デ
ビ
ュ
ー
作
『
舞
姫
』
の
後

日
譚
と
し
て
読
め
る
一
方
、
日
本
の
近
代
化
に
対
す
る
批
判
も
込
め

ら
れ
て
い
る
。

　
　

渡
辺
は
ソ
フ
ァ
に
腰
を
掛
け
て
、
サ
ロ
ン
の
中
を
見
廻
し
た
。

壁
の
所
々
に
は
、
偶
然
こ
こ
で
落
ち
合
つ
た
と
い
ふ
や
う
な
掛
物

が
幾
つ
も
掛
け
て
あ
る
。
梅
に
鶯
や
ら
、
浦
島
が
子
や
ら
、
鷹
や

ら
、
ど
れ
も
ど
れ
も
小
さ
い
丈た
け

の
短
い
幅ふ
く

な
の
で
、
天
井
の
高
い

壁
に
掛
け
ら
れ
た
の
が
、
尻
を
端は
し

折よ

つ
た
や
う
に
見
え
る
。
食
卓

の
拵こ
し
らへ

て
あ
る
室
の
入
口
を
挾
ん
で
、
聯れ
ん

の
や
う
な
物
の
掛
け
て

あ
る
の
を
見
れ
ば
、
某
大※
だ
い
け
う教

正せ
い

の
書
い
た
神
※
じ
ん

代だ
い

文も

字じ

と
い
ふ
も

の
で
あ
る
。
日
本
は
芸
術
の
国
で
は
な
い
。

（
中
略
）

「
そ
れ
が
好
い
。
ロ
シ
ア
の
次
は
ア
メ
リ
カ
が
好
か
ら
う
。
日
本

は
ま
だ
そ
ん
な
に
進
ん
で
ゐ
な
い
か
ら
な
あ
。
日
本
は
ま
だ
普
請

中
だ
。」

「
あ
ら
。そ
ん
な
事
を
仰お
つ
しや

る
と
、日
本
の
紳
士
が
か
う
云
つ
た
と
、

ア
メ
リ
カ
で
話
し
て
よ
。
日
本
の
官
吏
が
と
云
ひ
ま
せ
う
か
。
あ

な
た
官
吏
で
せ
う
。」

「
う
む
。
官
吏
だ
。」

※ 

大
教
正
＝
神
道
布
教
の
た
め
に
明
治
政
府
が
制
定
し
た
教
導
職
十

四
級
中
の
最
高
位
。
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
四
月
二
十
五
日
に

始
置
さ
れ
、
明
治
十
七
年
八
月
十
一
日
に
廃
止
さ
れ
た
。

※ 
神
代
文
字
＝
漢
字
渡
来
以
前
、
神
代
か
ら
日
本
に
あ
っ
た
と
い
わ

れ
る
文
字
。
江
戸
時
代
に
平
田
篤
胤
（
一
七
七
六
～
一
八
四
三
）

な
ど
一
部
の
国
学
者
の
間
で
存
在
説
が
盛
ん
に
と
な
え
ら
れ
た

が
、
現
代
で
は
後
代
の
偽
作
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。

〈『
普
請
中
』の
本
文
と
注
釈
は『
鷗
外
近
代
小
説
集　

第
二
巻
』（
岩
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波
書
店
、
二
〇
一
二
年
）
よ
り
引
用
〉

　　

明
治
維
新
は
英
語
で
「
復
興
」
と
訳
さ
れ
、
今
あ
る
体
制
を
壊
し

て
全
く
新
し
い
体
制
に
改
め
る
「
革
命
」
で
は
な
い
。
最
後
の
将
軍
・

徳
川
慶
喜
に
よ
る
大
政
奉
還
を
受
け
て
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
に

出
さ
れ
た
「
王
政
復
古
の
大
号
令
」
は
、「
神
武
創
業
の
始は
じ
めに

原も
と
づき

」

天
皇
を
中
心
と
し
た
政
治
に
戻
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。
江
戸
幕
府
だ

け
で
な
く
長
ら
く
続
い
た
武
家
政
権
の
時
代
を
否
定
し
、
祭
政
一
致

で
天
皇
が
自
ら
政
治
を
行
っ
た
時
代
へ
回
帰
す
る
と
い
う
の
だ
。

　

た
だ
し
、
初
代
の
神
武
天
皇
は
神
話
の
世
界
の
話
で
あ
る
。
そ
れ

に
「
原
き
」
と
言
わ
れ
て
も
、
新
政
府
の
高
官
で
さ
え
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
治
世
だ
っ
た
か
は
知
り
よ
う
が
な
い
。
実
際
の
国
家
形
態

は
奈
良
時
代
の
律
令
国
家
の
制
度
を
模
し
た
。
明
治
二（
一
八
六
九
）

年
の
官
制
改
革
で
は
、
古
代
の
大た
い
ほ
う
り
ょ
う

宝
令
に
な
ら
っ
て
神じ
ん
ぎ
か
ん

祇
官
と
太だ

政じ
ょ
う

官か
ん

の
二
官
が
置
か
れ
、
神
祇
官
は
官
制
の
最
高
位
に
位
置
づ
け

ら
れ
た
。
大
蔵
省
、
文
部
省
、
宮
内
省
な
ど
新
政
府
の
官
職
名
は
、

律
令
制
の
名
称
を
復
古
さ
せ
た
も
の
だ
。
鷗
外
が
勤
務
し
た
図
書
寮

も
同
様
で
あ
る
。

　

開
国
や
文
明
開
化
を
進
め
る
際
、「
復
古
」
を
同
時
に
行
っ
た
の

が
近
代
日
本
だ
っ
た
。
西
洋
列
強
と
同
等
な
近
代
国
家
だ
と
認
め
て

も
ら
お
う
と
制
定
さ
れ
た
大
日
本
帝
国
憲
法
は
、
外
国
の
制
度
や
思

想
を
単
に
輸
入
し
た
も
の
で
は
な
い
。
伊
藤
博
文
の
名
で
出
版
さ
れ

た
公
式
解
説
書
『
憲
法
義ぎ

げ解
』
で
は
、「
万
世
一
系
」
の
天
皇
を
中

心
と
し
た
近
代
国
家
の
根
拠
と
し
て
、
日
本
最
古
の
歴
史
書
『
古
事

記
』、
朝
廷
の
公
式
な
歴
史
書
『
日
本
書
紀
』、
律
令
の
解
説
書
で
あ

る
『
令
り
ょ
う

義ぎ
の
げ解
』
な
ど
が
ふ
ん
だ
ん
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
新
政
府
が

統
治
の
正
統
性
を
強
調
す
る
た
め
に
国
家
の
中
心
に
据
え
た
物
語

は
、
奈
良
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
日
本
書
紀
や
古
事
記
に
記
さ
れ
た
神

話
だ
っ
た
。

　

ま
た
、「
律
」（
刑
法
）、「
令
」（
行
政
法
）
や
朝
廷
儀
礼
は
中
国

の
制
度
を
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
漢
文
で
日
本
書
紀
を
編
纂

し
、神
武
天
皇
以
下
に
漢
風
諡
号
を
一
括
で
贈
っ
た
と
さ
れ
る
の
も
、

こ
の
時
代
だ
。

　
「
旧
制
を
改か
い
え
き易
」（
明
治
改
元
の
詔し
ょ
う
し
ょ書）
し
て
新
た
に
採
用
し
た
一

世
一
元
制
は
、
中
国
の
明
・
清
王
朝
に
倣
っ
た
。
中
央
集
権
の
新
た

な
体
制
を
作
る
た
め
に
行
わ
れ
た
廃
藩
置
県
は
、
中
央
か
ら
地
方
に

派
遣
さ
れ
た
役
人
が
統
治
を
行
う
古
代
中
国
の
郡
県
制
が
参
考
に
さ

れ
た
。
た
だ
し
、
郡
と
県
の
位
置
づ
け
が
日
本
と
中
国
で
は
逆
で
あ

る
。「
復
古
」と
言
っ
て
も
、あ
る
時
は
神
武
天
皇
の
時
代
へ
の
回
帰
、

あ
る
時
は
別
の
時
代
や
中
国
王
朝
の
援
用
と
、ご
都
合
主
義
だ
っ
た
。

　

外
形
上
は
伝
統
に
基
づ
く
体
裁
を
整
え
た
よ
う
に
見
え
る
近
代
国

家
の
舞
台
裏
は
、
つ
ぎ
は
ぎ
だ
ら
け
で
「
普
請
中
」
だ
っ
た
。
洋
行

経
験
の
あ
る
エ
リ
ー
ト
官
僚
の
鷗
外
は
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
国
家

が
「
創
ら
れ
た
伝
統
」
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
伝
統
を
創
り
、守
る
側
に
い
た
。歴
史
的
な
根
拠
が
不
確
か
だ
っ

た
り
、
不
調
べ
だ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
、
鷗
外
に
は
よ
く
見
え
て
い
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た
。

　
『
普
請
中
』
の
舞
台
で
あ
る
築つ
き
じ地

精せ
い
よ
う
け
ん

養
軒
ホ
テ
ル
は
、
外
見
も
内

装
も
西
洋
風
で
近
代
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
天
井
の
高
さ
に
不
釣

り
合
い
な
大
き
さ
の
日
本
風
の
掛
け
物
や
、
歴
史
的
な
根
拠
が
怪
し

い
神
代
文
字
が
飾
ら
れ
て
い
る
情
景
は
、
近
代
国
家
日
本
の
ち
ぐ
は

ぐ
さ
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　

小
説
と
い
う
表
現
を
借
り
た
と
し
て
も
、
陸
軍
医
ト
ッ
プ
と
し
て

国
家
の
不
備
を
直
接
的
な
表
現
で
指
摘
す
る
の
は
差
し
障
り
が
あ

る
。
主
人
公
の
渡
辺
参
事
官
が
見
た「
日
本
は
芸
術
の
国
で
は
な
い
」

と
い
う
情
景
は
、「
日
本
は
歴
史
の
国
で
は
な
い
」
と
い
う
暗
喩
だ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
の
近
代
化
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
問
題

意
識
が
、
後
年
に
昭
憲
皇
太
后
問
題
で
激
し
い
憤
り
に
駆
ら
れ
た
背

景
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

公
文
書
に
記
さ
れ
た
「
股
野
同
意
」

　

昭
憲
皇
太
后
問
題
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
は
、
明
治
三
十
一
（
一

八
九
八
）
年
に
決
定
さ
れ
た
英
照
皇
太
后
と
い
う
追
号
だ
っ
た
。
公

式
記
録
か
ら
は
経
緯
が
分
か
ら
な
い
た
め
、
筆
者
は
宮
内
公
文
書
館

の
史
料
を
調
べ
る
こ
と
に
し
た
。
鷗
外
に
つ
な
が
る
も
の
は
何
か
出

て
く
る
だ
ろ
う
か
。

　

英
照
、
昭
憲
両
皇
太
后
が
そ
れ
ぞ
れ
亡
く
な
っ
た
時
期
を
中
心
に

関
連
し
そ
う
な
文
書
を
閲
覧
す
る
中
、『
明
治
天
皇
紀
』
明
治
三
十

年
一
月
三
十
日
条
の
基
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
細
川
潤
次
郎
文
事
秘

孝明天皇の正妻の追号を勘文した際に候補として出された「此花」と「静徳」＝宮
内公文書蔵の「内大臣文書五」
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書
官
長
の
意
見
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
文
書
を
見
つ
け
た
。「
内
大

臣
府
文
書
五
／
大
正
九
年
写
」
と
題
す
る
文
書
で
、『
明
治
天
皇
紀
』

を
編
集
す
る
た
め
に
宮
内
省
に
設
け
ら
れ
た
臨
時
帝
室
編
集
局
が
収

集
し
た
史
料
で
あ
る
。

　

追
号
（
諡
号
）
に
関
し
て
最
も
早
い
一
月
二
十
日
の
日
付
で
細
川

が
記
し
た
文
書
は
「
皇
太
后
に
御
諡
号
を
上
る
べ
き
や
否
や
の
議
」

と
題
し
た
も
の
だ
が
、
話
の
発
端
と
し
て
誰
か
ら
ど
の
よ
う
な
検
討

の
指
示
を
受
け
た
の
か
は
特
定
で
き
な
い
。
た
だ
、
文
書
の
冒
頭
に

「
此
文
書
は
明
治
天
皇
御お
て
も
と

手
許
の
書
類
に
し
て
徳と
く

大だ
い
じ寺
侍
従
長
の
御

預
を
し
た
る
も
の
今
内
大
臣
府
に
保
管
す
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
あ

る
い
は
明
治
天
皇
本
人
の
指
示
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

細
川
の
提
案
内
容
は
『
明
治
天
皇
紀
』
の
通
り
だ
が
、
そ
れ
が
ど

の
よ
う
に
処
理
さ
れ
、
な
ぜ
「
青
山
皇
太
后
」
が
採
用
さ
れ
な
か
っ

た
の
か
を
記
し
た
文
書
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
文
書
を
め
く
る
う
ち
に
「（
英
照
皇
太
后
御
追
号
勘か
ん

文も
ん

）」
と
ペ
ー
ジ
の
冒
頭
に
書
か
れ
て
い
る
の
が
目
に
入
っ
た
。「
勘

文
」
と
は
、
朝
廷
の
諮
問
に
こ
た
え
て
専
門
家
が
報
告
を
す
る
こ
と

で
、
元
号
の
勘
文
な
ら
学
者
が
元
号
の
候
補
案
を
提
出
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
文
書
に
は
「
英
照
」
の
選
定
過
程
が

記
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
文
書
は
計
四
枚
あ
り
、
想
定
通
り
に
選
考

に
上
っ
た
諡
号
案
が
複
数
記
さ
れ
て
い
た
。

　

ま
ず
、
最
初
の
ペ
ー
ジ
に
記
さ
れ
た
「
此
花
」
は
「
先
帝
の
御
別

号
」、
次
い
で
「
静
徳
」
は
孝
明
天
皇
の
正
妻
だ
っ
た
夙
子
の
父
・

追号を勘文した際に考案された候補。「繁英」と「英照」の下に「股野同意」と記され、
英照皇太后と決定した＝宮内公文書蔵の「内大臣文書五」
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九
条
尚ひ
さ

忠た
だ

の
書
斎
に
飾
ら
れ
て
い
た
文
字
だ
と
い
う
。

　

二
ペ
ー
ジ
目
は
「
藤
」
と
書
か
れ
、「
含
春
」「
地
龍
」「
繁
英
」「
英

照
」
の
四
案
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
繁
英
」
の
下
に
「
李
徳
裕
の
詩
」「
股

野
同
意
」
と
記
さ
れ
、
左
隣
の
「
英
照
」
の
下
に
も
「
同
上
」「
同
」

と
書
か
れ
る
。

　

三
ペ
ー
ジ
目
は
「
宜8

陽8

」「
宜
春
」「
天
春
」「
英
照
」「
藤
清
」
の

五
つ
で
、「
宜
陽
」
の
下
に
「
李
白
詩
／
花
蔓
宜
陽
春
」
と
記
さ
れ
る
。

四
ペ
ー
ジ
目
は
「
延
英
」「
栖
霞
」
の
二
案
。
ち
な
み
に
、
こ
の
四

枚
の
文
書
に
諡
号
に
関
す
る
記
述
は
な
い
が
、「
英
」
の
字
は
美
諡

に
あ
た
る
。

　

最
終
的
に
「
英
照
」
が
選
ば
れ
た
が
、「
股
野
同
意
」
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
。
明
治
三
十
年
の『
職
員
録
』（
印
刷
局
）を
め
く
る
と
、

文
事
秘
書
局
の
欄
に
秘
書
官
長
の
細
川
と
と
も
に
、「
秘
書
官　

股

野
琢
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
連
載
第
一
回
、
第
二
回
で
紹
介
し
た
よ

う
に
、
鷗
外
の
前
任
の
帝
室
博
物
館
総
長
だ
っ
た
股
野
で
あ
る
。
諡

号
案
の
検
討
を
指
示
さ
れ
た
細
川
が
、
漢
詩
人
と
し
て
著
名
だ
っ
た

股
野
と
相
談
し
、「
繁
英
」「
英
照
」
で
よ
い
と
股
野
の
同
意
を
得
た

上
で
、
最
終
的
に
「
英
照
」
と
決
定
し
た
過
程
が
読
み
取
れ
る
。

「
昭
憲
」
考
案
に
も
関
与
し
た
股
野　

　

次
に
「
昭
憲
皇
太
后
」
の
決
定
過
程
も
見
て
み
よ
う
。『
昭
憲
皇

太
后
実
録　

下
巻
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
）
の
大
正
三
年

五
月
九
日
条
は
、
大
正
天
皇
が
「
追
号
を
昭
憲
皇
太
后
と
称
し
奉
る

こ
と
を
告
げ
た
ま
ひ
」と
追
号
奉
告
の
儀
の
様
子
が
簡
潔
に
書
か
れ
、

典
拠
と
し
て
儒
教
経
典
で
あ
る
易え
き

経き
ょ
うの
「
君
子
は
以
て
自
ら
明
徳
を

昭あ
き
らか
に
す
」
と
、書し
ょ

経き
ょ
うの
「
惟こ
れ

聖せ
い

時こ
れ

に
憲の
っ
とる
」（
聖
王
は
そ
れ
に
則
っ

て
教
え
を
示
す
。
※
現
代
語
訳
は
新
釈
漢
文
大
系
『
書
経　

下
』
よ

り
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
だ
。『
大
正
天
皇
実
録
』
も
同
様
の

記
述
で
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
誰
が
検
討
、
考
案
し
た
の
か
は
記
さ

れ
て
い
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
、
当
時
の
新
聞
報
道
の
方
が
詳
し
い
。
東
京
日
日
新

聞
（
現
在
の
毎
日
新
聞
）
五
月
十
日
朝
刊
七
面
に
「
昭
憲
皇
太
后
と

追
号
し
ま
つ
る
／
聖
せ
い
じ
ょ
う上
親
し
く
奉
告
文
を
奏
さ
せ
給
ふ
」
と
二
段
見

出
し
の
本
文
に
、
波は

た

の
多
野
敬よ
し

直な
お

宮
内
大
臣
に
よ
る
宮
内
省
告
示
が
引

用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
別
項
と
し
て
「
故こ

太た
い

后こ
う
ぐ
う宮

の
御ご

坤こ
ん

徳と
く

を
頌し
ょ
うし

奉
る
／
昭
憲
御お
ん
ご
う号
の
因い
ん
ゆ
う由
／
股■

■野
琢■

氏■

■談
」
と
い
う
一
段
見
出
し
の

別
項
記
事
も
以
下
の
よ
う
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

「
故
皇
太
后
宮
御
追
号
の
御
選
定
に
就つ
い

て
は
自
分
等
が
下し
た
し
ら
べ調

を
し

た
の
で
あ
る
、
参
考
に
し
た
書
物
は
和
漢
に
渡
り
非
常
に
多
か
つ

た
が
却な
か
な
か々

恰か
っ
こ
う好
な
文
字
が
な
い
。
偶
た
ま
た
ま

好よ

い
の
が
あ
る
と
既
に
故

人
に
つ
い
て
居
る
に
は
困
つ
た
、
昭
し
ょ
う

徳と
く

な
ど
も
其
一
例
で
皇
太
后

宮
を
頌し
ょ
う
と
く徳し
奉
る
に
は
誠
に
適
当
な
字
句
と
思
つ
た
が
好
く
調
べ

て
み
る
と
徳
川
十
四
代
将
軍
の
諡
号
と
な
つ
て
居
る
と
云
ふ
様
な

次
第
で
種
々
詮せ
ん
こ
う考
の
結
果
遂つ
い

に
今
日
御
発
表
に
な
つ
た
「
昭
憲
」

に
御
決
定
相
成
つ
た
の
で
あ
る
（
以
下
略
）」

　

故
人
に
対
す
る
称
号
は
「
皇
太
后
」
か
「
皇
后
」
か
と
い
う
問
題
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は
こ
の
時
も
ま
だ
生
じ
て
お
ら
ず
、
記
事
は
「
皇
太
后
」
を
前
提
と

し
て
紹
介
し
て
い
る
。
一
方
、
出
典
の
一
つ
と
し
て
「
博ひ
ろ

く
聞
き
多

く
記
す
を
憲
と
曰
う
（
諡
法
）」
も
挙
げ
、「
憲
」
が
美
諡
で
あ
る
こ

と
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
股
野
は
「
自
分
達
が
下
調
を
し
た
」
と
記

者
に
解
説
し
た
。

　

股
野
の
当
時
の
肩
書
は
内
大
臣
秘
書
官
長
兼
帝
室
博
物
館
総
長
。

「
英
照
」
に
続
き
、
な
ぜ
股
野
が
考
案
に
関
与
し
た
の
か
。
文
事
秘

書
官
、
内
大
臣
秘
書
官
長
と
い
う
肩
書
を
手
掛
か
り
に
探
っ
て
み
た

い
。

昭憲皇太后と追号が決定したことを報じる大正三年五月十日の東京日日新聞朝刊七
面。右下の別項に股野琢の談話が掲載されている

帝室博物館総長兼内大臣秘書官長を務め
た股野琢の肖像＝宮内公文書館蔵
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近
代
漢
学
官
僚
の
系
譜

　

宮
内
省
に
文
事
秘
書
局
が
設
置
さ
れ
た
の
は
明
治
二
十
三
（
一
八

九
〇
）
年
の
こ
と
だ
。
大
日
本
帝
国
憲
法
と
旧
皇
室
典
範
が
制
定
さ

れ
た
翌
年
に
あ
た
る
。
文
事
秘
書
局
官
制
で
文
事
秘
書
官
長
の
職
務

は
「
旨む
ね

を
奉
じ
文
事
に
関
す
る
内な
い
て
い廷

の
文
書
を
管か
ん
し
ょ
う掌す

」
と
定
め
ら

れ
る
。「
内
廷
」
す
な
わ
ち
宮
中
内
部
の
文
書
を
管
理
す
る
担
当
官

の
長
だ
。
こ
の
時
は
ま
だ
、
天
皇
を
「
常
時
輔ほ
ひ
つ弼

」
す
る
内
大
臣
と

は
別
組
織
と
な
っ
て
い
る
。

　

明
治
四
十
（
一
九
〇
七
）
年
の
皇
室
令
に
よ
っ
て
「
内
大
臣
府
」

が
制
定
さ
れ
る
と
文
事
秘
書
局
が
吸
収
さ
れ
、
よ
り
体
系
的
な
制
度

に
整
備
さ
れ
た
。
文
事
秘
書
官
長
の
名
称
は
内
大
臣
秘
書
官
長
に
変

わ
っ
た
。

内
大
臣
府
官
制
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
る

第
一
条　

 

内
大
臣
府
に
於
て
は
御ぎ
ょ
じ璽

、
国こ
く
じ璽

を
尚し
ょ
う
ぞ
う蔵

し
、
詔し
ょ
う
し
ょ書、

勅ち
ょ
く
し
ょ書

其
の
他
内
廷
の
文
書
に
関
す
る
事
務
を
掌
つ
か
さ
どる

（
中
略
）

第
五
条　

 

秘
書
官
長
は
一
人
勅ち
ょ
く

任に
ん

と
す
。
文
書
の
事
を
掌し
ょ
う
り理
す

第
六
条　

 

秘
書
官
は
専
任
三
人
奏そ
う

任に
ん

と
す
。
文
書
の
事
及
庶
務
を

分ぶ
ん
し
ょ
う
掌
す

　

元
々
内
大
臣
の
所
管
だ
っ
た
御
璽
、
国
璽
の
尚
蔵
が
加
わ
り
、
文

事
秘
書
官
長
が
扱
う
と
さ
れ
た
「
文
事
に
関
す
る
内
廷
の
文
書
」
に

つ
い
て
、
内
大
臣
府
で
は
「
詔
書
、
勅
書
其
の
他
内
廷
の
文
書
」
と

明
確
化
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
天
皇
に
関
す
る
文
書
を
管
理
す
る
責
任

者
が
内
大
臣
秘
書
官
長
で
、
そ
の
事
務
を
支
え
た
の
が
秘
書
官
だ
っ

た
（
松
田
好
史
『
内
大
臣
の
研
究　

明
治
憲
法
体
制
と
常
時
輔
弼
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
）。

　

大
正
期
の
内
大
臣
秘
書
官
長
の
職
務
に
つ
い
て
、
政
治
学
者
の
永

井
和
氏
は
「
後
の
昭
和
天
皇
の
時
代
と
は
違
っ
て
、
こ
の
時
期
の
内

大
臣
秘
書
官
長
は
内
大
臣
の
政
治
秘
書
で
は
な
く
て
、
も
っ
ぱ
ら
天

皇
の
文
書
の
起
草
や
推
敲
を
お
こ
な
う
こ
と
が
主
た
る
職
務
で
あ
っ

た
」（『
倉
富
勇
三
郎
日
記　

第
一
巻
』
の
解
説
）
と
指
摘
す
る
。
勅

書
な
ど
を
作
成
す
る
た
め
に
漢
籍
の
知
識
が
求
め
ら
れ
た
の
だ
。

　

文
事
秘
書
官
長
の
初
代
（
一
八
九
〇
～
一
八
九
三
年
）
は
井
上

毅こ
わ
し。

大
日
本
帝
国
憲
法
や
旧
皇
室
典
範
、
教
育
勅
語
、
軍
人
勅
諭
な

ど
の
起
草
に
関
わ
っ
た
官
僚
、政
治
家
だ
。
天
保
十
四
（
一
八
四
三
）

年
、熊
本
藩
の
武
家
に
生
ま
れ
た
。明
治
政
府
の
制
度
設
計
に
携
わ
っ

た
世
代
は
、
幕
末
に
藩
校
な
ど
で
漢
籍
を
た
た
き
込
ま
れ
た
上
で
、

成
人
し
た
後
に
洋
行
し
、
西
洋
の
思
想
、
制
度
を
学
ん
で
い
る
。
明

治
国
家
の
骨
格
と
な
っ
た
多
く
の
文
書
は
漢
文
訓
読
体
で
記
さ
れ

た
。

　

二
代
目
（
一
八
九
三
～
一
九
〇
八
年
）
の
細
川
潤
次
郎
は
法
務
官

僚
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
律
の
起
草
に
携
わ
っ
た
。
天
保
五
（
一
八
三

四
）
年
に
土
佐
藩
の
儒
者
の
家
に
生
ま
れ
た
。
井
上
よ
り
年
長
で
、

幕
末
に
は
藩
校
で
教
授
を
務
め
て
い
た
。
孝
明
天
皇
の
正
妻
だ
っ
た

夙
子
が
亡
く
な
っ
た
際
、「
英
照
皇
太
后
」
の
追
号
を
考
案
し
た
の
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は
先
述
の
通
り
だ
。
細
川
の
下

で
文
事
秘
書
官
を
務
め
、
追
号

に
つ
い
て
相
談
を
受
け
た
の
が

股
野
だ
っ
た
。

　

そ
し
て
組
織
改
編
で
内
大
臣

秘
書
官
長
に
改
ま
る
と
、
股
野

が
細
川
の
後
を
継
い
だ
。
大
正

改
元
、
大
正
天
皇
即
位
礼
の
勅

語
作
成
な
ど
近
代
国
家
で
初
の

代
替
わ
り
に
関
わ
る
大
事
業
を

こ
な
し
、
そ
の
後
も
昭
憲
皇
太

后
の
追
号
を
手
掛
け
た
。
漢
籍

の
知
識
に
基
づ
き
勅
書
や
詔
書

を
日
常
業
務
と
し
て
作
成
す
る

官
僚
に
と
っ
て
、追
号
（
諡
号
）

や
元
号
の
考
案
に
関
わ
る
の
は

必
然
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
十

二
月
、
股
野
が
内
大
臣
秘
書
官

長
兼
帝
室
博
物
館
総
長
の
職
か

ら
退
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の

穴
を
埋
め
る
よ
う
に
、
漢
学
官

僚
の
系
譜
を
継
い
だ
の
が
鷗
外

で
あ
る
。

　

股
野
の
退
任
後
、
日
常
的
な
勅
書
作
成
な
ど
の
業
務
は
、
宮
内
省

総
務
課
長
の
近
藤
久ひ
さ

敬た
か

が
内
大
臣
秘
書
官
長
を
兼
任
し
な
が
ら
こ
な

し
て
い
た
よ
う
だ
。
だ
が
、
鷗
外
も
大
正
二
年
か
ら
臨
時
宮
内
省
御

用
掛
と
し
て
皇
室
関
係
の
文
書
の
起
草
や
添
削
を
行
っ
て
お
り
、
帝

室
博
物
館
総
長
兼
図
書
頭
に
就
任
後
も
続
け
て
い
た
。
万
が
一
の
事

態
と
な
れ
ば
、
諡
号
や
元
号
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
職

責
を
自
覚
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
に
昭
憲
皇
太
后
の
追
号

を
巡
り
、
歴
史
的
根
拠
の
正
し
さ
よ
り
も
政
治
的
な
体
面
を
優
先
し

て
迷
走
し
た
政
治
家
や
高
官
の
振
る
舞
い
目
の
当
た
り
に
す
る
と
、

賀
古
宛
書
簡
一
三
八
三
で
激
し
い
憤
り
を
書
き
連
ね
た
の
だ
ろ
う
。

　

漢
籍
の
知
識
を
生
か
し
て
近
代
国
家
の
体
裁
を
整
え
る
股
野
の
よ

う
な
漢
学
官
僚
の
業
務
は
、
鷗
外
、
そ
し
て
吉
田
増
蔵
へ
と
引
き
継

が
れ
た
。
そ
の
後
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
を
機
に
一
旦
は
途
絶

え
な
が
ら
、
今
日
ま
で
密
か
に
続
い
て
い
る
。
連
載
第
一
回
で
紹
介

し
た
よ
う
に
、
鷗
外
の
墓
が
あ
る
東
京
都
三
鷹
市
の
禅
林
寺
近
く
開

か
れ
た
論
語
の
勉
強
会
に
参
加
し
、
令
和
改
元
に
関
わ
っ
た
内
閣
官

房
兼
国
立
公
文
書
館
の
官
僚
も
そ
の
系
譜
に
連
な
る
一
人
で
あ
る
。

　
〈
参
考
文
献
〉

　

田
中
彰
『
日
本
の
歴
史　

第
24
巻　

明
治
維
新
』
小
学
館
、
一
九

野口　武則（のぐち・たけのり）氏
　1976 年生まれ。中央大学法学部卒。2000 年毎日新
聞社に入社し、秋田支局、政治部、大阪社会部。代替わ
り取材班キャップ、政治部官邸キャップ、デスクを務め、
現在は論説委員。著書に『元号戦記　近代日本、改元の
深層』（角川新書）。共著に『靖国戦後秘史』（角川ソフィ
ア文庫）、『令和　改元の舞台裏』（毎日新聞出版）。
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七
六
年

　

小
野
沢
精
一
『
新
釈
漢
文
大
系
26　

書
経　

下
』
明
治
書
院
、
一

九
八
五
年

　

石
川
忠
久
『
新
釈
漢
文
大
系
1
1
2　

詩
経　

下
』
明
治
書
院
、

二
〇
〇
〇
年

　

臼
井
勝
美
、
高
村
直
助
、
鳥
海
靖
、
由
井
正
臣
編
集
『
日
本
近
現

代
人
名
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年

　

松
尾
正
人
編
『
日
本
の
時
代
史
21　

明
治
維
新
と
文
明
開
化
』
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年

　

黄
懷
信
、 

張
懋
鎔
、 

田
旭
東
撰
、
黄
懷
信
修
訂
『
逸
周
書
彙
校
集

注　

下
册
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年

　

藤
田
覚
『
幕
末
の
天
皇
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
三
年

　

遠
山
美
留
男
『
名
前
で
よ
む
天
皇
の
歴
史
』
朝
日
新
書
、
二
〇
一

五
年

　
　
次
回
は
「
第
七
回
　
な
ぜ
山
県
有
朋
に
近
づ
い
た
の
か
」


